
 

令和８年度 磐梯町会計年度任用職員 募集案内 

 

 

 

 

 

 

１．募集職種・業務内容 

別紙「募集職種一覧」のとおりです。 

 

２．勤務条件等 

会計年度任用職員の任用形態は以下の２種類があります。 

① フルタイム会計年度任用職員 

１週間当たりの勤務時間が３８時間４５分の職員（正規職員と同じ） 

② パートタイム会計年度任用職員  

上記①以外の職員（正規職員より勤務時間が短い） 

 

勤務

条件 

任用期間 

１会計年度（令和８年４月１日～令和９年３月３１日）の範囲内で任用します。  

○任用から１月間は条件付採用期間となります。ただし、１月間の勤務日数が

１５日に満たない場合は、その日数が１５日に達するまで条件付採用期間を

延長します。 

○勤務成績が良好で次年度にその職がある場合には、再度の任用を行うことが

あります。  

休暇 
年次有給休暇、特別休暇（有給・無給）等を付与します。 

○任用期間、勤務時間等により、取得要件や日数が異なります。  

社会保険 一定の要件を満たした場合、健康保険、厚生年金、雇用保険に加入します。 

災害補償 非常勤職員公務災害補償等に加入します。 

服務規定 

会計年度任用職員は一般職の地方公務員であり、地方公務員法の服務に関する次

の各規定が適用されます。 

① 服務の宣誓 ② 法令及び上司の職務上の命令に従う義務 ③ 信用失墜行為

の禁止 ④ 秘密を守る義務 ⑤ 職務に専念する義務 ⑥ 政治的行為の制限 ⑦ 争

議行為等の禁止 ⑧ 営利企業等への従事等の制限  

※パートタイム会計年度任用職員は「⑧営利企業等への従事等の制限」は適用

外となります。  

給与等の

支給日 
毎月２１日（翌月払い）  

給料

等 

給料 

・報酬 

別紙「募集職種一覧」のとおりです。 

○金額は改定される場合があります。 

○最初に任用される際の給料・報酬は初任給の額ですが、磐梯町において同じ

〔会計年度任用職員とは〕 

地方公務員法第２２条の２第１項の規定に基づき、１会計年度内（４月１日から翌年３月３１日ま

で）に任用される非常勤一般職の職員です。 



 

職の会計年度任用職員として再度任用された場合、その経験年数に応じ、上

限の額を限度として、加算があります。 

 

※この他、通勤手当・超過勤務手当・期末、勤勉手当などが、それぞれの支給要

件に応じて支給されます。 

 

３．応募資格 

年齢・学歴 問いません。  

資格・免許

等 

別紙「募集職種一覧」にある資格・免許等を取得していることが必要です。（令和８年

４月までに取得見込みである場合を含みます）。  

欠格事項 

次のいずれかに該当する場合は応募できません。 

① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

② 磐梯町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

③ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

  

４．応募手続き 

申込書の

入手方法 

（１）磐梯町役場窓口交付 

（２）磐梯町ホームページからダウンロード（Ａ４用紙に印刷）  

受付期間 
令和８年３月２７日（金）から募集定員に達するまでの期間 

（土・日曜日、祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで)  

提出書類

等 

「磐梯町会計年度任用職員申込書」に必要事項を記入して、写真（直近６ヶ月以内に撮

影したもの）を貼って、受付期間中に下記の申込先へ持参、もしくは、郵送してくださ

い。  

【添付書類】  

① 資格・免許等が必要な職については、資格・免許等を有することを証明する免許

状等の写し  

② 障害者手帳等をお持ちの方は、手帳の写し  

申込先 
〒969-3392 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855番地 

磐梯町役場 総務課 総務係 電話 0242-74-1223（直通） 

選考方法 書類選考及び面接 

 

５．問い合わせ先 

磐梯町役場 総務課 総務係 担当 髙畑 

電話 0242-74-1223（直通） Fax 0242-73-2115 


